仕様書

１　品名　
(1) 豚熱生ワクチン（シード）50ドーズ
(2) 豚熱生ワクチン（シード）20ドーズ

２　規格・品質
(1) 家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号）第50条の規定に基づき農林水産大臣が指定する豚熱ワクチンであること。
(2) 有効期間が納入日から１年以上あること。

３　見込数量及び納入場所
	
	50ドーズ
（本）
	20ドーズ
（本）

	新潟県中央家畜保健衛生所
（新潟市西蒲区旗屋686）
	1,170
	510

	新潟県下越家畜保健衛生所
（新発田市下飯塚139-3）
	4,500
	900

	新潟県中越家畜保健衛生所
（魚沼市堀之内2914-2）
	1,090
	1,325

	新潟県上越家畜保健衛生所
（上越市本城町5-6　上越地域振興局内）
	0
	8

	新潟県中央家畜保健衛生所佐渡支所
（佐渡市千種264）
	0
	2

	合計
	6,760
	2,745



４　納入期限
　　契約の日から令和９年３月31日までの間で指定する日（発注は偶数月を予定）

５　その他
(1) 納入に係る経費は契約金額に含めること。
(2) 納入にあたっては、事前に各納入場所へ納入日を連絡すること。
